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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャンバガス入口ポートを有する化学気相堆積チャンバと、該チャンバガス入口ポート
に接続された出口ポートを有する液体反応物質気化装置とを備え、該気化装置は、上方部
分、下方部分、内側部表面及び底部表面を有する容器を含み、該容器は液体反応物質を含
み、上記内側部表面間の間隔は内部容器直径を定め、該気化装置は更に、キャリヤガス源
に接続された容器入口ポートと、上記容器の内部直径と実質的に等しい外部直径を有する
多孔性燒結金属フリットであって、液体反応物質のレベルより下方で上記容器の上記下方
部分へ挿入され且つ該多孔性燒結金属フリットと上記容器の底部との間にプレナムを画成
する多孔性燒結金属フリットと、上記容器のガス入口ポート及び上記多孔性燒結金属フリ
ットを通じて延びるガス分配導管と、を含み、
　上記プレナムは、上記多孔性燒結金属フリットと上記容器の底部との間のギャップによ
って画成され、
　上記多孔性燒結金属フリットと上記容器の底部との間の間隔は、２ｍｍである、化学気
相堆積装置。
【請求項２】
　上記多孔性燒結金属フリットは、ステンレス鋼を含む、請求項１に記載の化学気相堆積
装置。
【請求項３】
　上記装置は、基板上に膜を形成するように構成される、請求項１に記載の化学気相堆積
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装置。
【請求項４】
　化学気相堆積反応チャンバと、
　気化装置であって、上部部分、底部部分、底部表面、及び内壁部により定められた内部
直径を有する閉じた実質的に円筒形のアンプルと、上記上部部分から延びてガス源と流体
連通する入口ポートと、上記上部部分から延びて上記反応チャンバと流体連通する出口ポ
ートと、上記底部表面に隣接して上記アンプルの上記内壁部と接触する縁部表面を有し且
つ液体反応物質内に沈められた多孔性燒結金属フリットであって、該多孔性燒結金属フリ
ットと上記底部表面との間にある間隔を与えるように取り付けられている多孔性燒結金属
フリットと、上記入口ポートから上記多孔性燒結金属フリットを通じて延びるガス導管と
、を含む気化装置と、を備え、
　上記多孔性燒結金属フリットと上記底部表面との間の上記間隔は、２ｍｍである、化学
気相堆積装置。
【請求項５】
　上記多孔性燒結金属フリットは、ステンレス鋼で形成される、請求項４に記載の化学気
相堆積装置。
【請求項６】
　上記多孔性燒結金属フリットは、約１４．６ｃｍの直径及び約０．１９８ｃｍの厚さを
有する、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　上記多孔性燒結金属フリットは、約４０ミクロンの細孔サイズを有する、請求項６に記
載の装置。
【請求項８】
　上記多孔性燒結金属フリットは、約１４．６ｃｍの直径及び約０．１９８ｃｍの厚さを
有する、請求項４に記載の装置。
【請求項９】
　上記多孔性燒結金属フリットは、約４０ミクロンの細孔サイズを有する、請求項８に記
載の装置。

【発明の詳細な説明】
【背景】
【０００１】
　[0001]本発明の実施形態は、一般的に、気化液体を気化しキャリヤガスと混合するため
の装置及び方法に関する。本発明の実施形態は、例えば、半導体デバイス製造装置におけ
る化学気相堆積システムの反応チャンバへ気化反応物質を供給するのに特に適している。
【０００２】
　[0002]化学気相堆積（ＣＶＤ）処理は、半導体デバイス及び集積回路に使用される薄膜
を堆積するのに広く使用されている。このような処理は、基板上に均質的又は不均質的に
化学蒸気の反応により堆積させることを含む。その反応速度は、温度、圧力及び反応ガス
流量の如き１つ以上のパラメーターにより制御される。このような処理のために前駆体と
して低蒸気圧液体を使用すると、幾つかの利点があり、それが、より普通となってきてい
る。
【０００３】
　[0003]従来のＣＶＤ処理は、バブラー又はボイラーを使用して低蒸気圧液体を輸送する
ことを含む。これらの処理においては、キャリヤガスが、その液体を飽和し、その蒸気を
輸送する。ＣＶＤ適用例においては、種々な液体反応物質及び前駆体が使用され、それら
液体反応物質は、キャリヤガスにて分配される。液体反応物質ＣＶＤシステムにおいては
、キャリヤガスは、典型的に、そのキャリヤガスを液体反応物質で飽和させるように、そ
の液体反応物質の容器を通して制御された割合で泡立てられ、それから、その飽和キャリ
ヤが反応チャンバへと輸送される。
【０００４】
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　[0004]ＣＶＤ反応チャンバへ固体反応物質を分配する種々な試みがなされてきているが
、それら試みはあまり成功していない。ＣＶＤ処理における固体前駆体の分配は、サブリ
メータ／バブラー方法を使用して実施され、そこでは、その前駆体は、通常、サブリメー
タ／バブラーリザーバに置かれ、それから、それがその前駆体の昇華温度まで加熱され、
気体化合物へと変換され、水素、ヘリウム、アルゴン又は窒素の如きキャリヤガスと共に
ＣＶＤリアクタへと輸送される。しかしながら、このような方法は、多くの理由により、
固体前駆体を反応チャンバへ分配する上での信頼性及び再現性の点で上手くいかないもの
であった。このような技法の主な問題点は、気化固体前駆体の再現性のある流れが処理チ
ャンバへ分配されるように、制御された割合で固体を絶えず気化することができないとい
うことにあった。また、気化システムにおける固体前駆体の露出表面積が限られており、
また最大昇華を与えるための温度を均一とできないために、速く流れるキャリヤガススト
リームを完全に飽和させることが難しかった。固体前駆体サブリメータ／バブラーシステ
ム及び液体前駆体バブラーシステムは、共に、ＣＶＤ反応物質の分配のために使用される
のであるが、これらシステムの各々は、それぞれ異なる問題点及び考慮すべき点を有して
いる。従って、固体サブリメータ／バブラーのために使用されるシステム又は装置は、液
体前駆体バブラー装置のためには必ずしも上手く働かない。
【０００５】
　[0005]液体前駆体を通してキャリヤガスを泡立てることにより形成された蒸気を分配す
るための従来技術による装置が、図１Ａ及び図１Ｂに示されている。図１Ａは、液体前駆
体物質１１を含むアンプル又は容器１２を含む従来の気化装置１０を示している。ガス入
口チューブ１４がキャリヤガス源３０に接続されている。ガス入口チューブ１４は、液体
１１のレベルの下に延びている。キャリヤガス３０を加圧分配することにより、気化液体
前駆体とキャリヤガスとの混合体３２が与えられ、この混合体３２は、それから、ＣＶＤ
システム（図示していない）に接続された出口導管１６を通して容器１２から出て行く。
【０００６】
　[0006]拡散材２０は、典型的には、多孔性燒結金属であり、気化装置１０の泡立て効率
を改善することができる。図１Ａ及び図１Ｂに示す気化装置は、容器内の液体物質を加熱
し、その容器の底部の近くでその液体物質へ制御された割合にてキャリヤガスを導入する
ことにより、液体状態の物質から蒸気を処理チャンバへ分配するものである。このとき、
そのキャリヤガスがその容器の上部へと泡立てられていくにつれて、そのキャリヤガスは
、その液体物質からの蒸気で飽和されるようになる。それから、その飽和されたキャリヤ
ガスは、処理チャンバ、例えば、半導体製造において使用されるＣＶＤ装置へと輸送され
る。
【０００７】
　[0007]図１Ａ及び図１Ｂに示す装置においては、キャリヤガスの泡は、微小液滴と称さ
れる、その液体前駆体の望ましくない小さな液体粒子を生成する。これら微小液滴は、キ
ャリヤガスと前駆体蒸気との混合体と共に、出口チューブへ運ばれ、更に、処理チャンバ
へと運ばれる。このような微小液滴は、最終製品に欠陥を生じてしまうことがある。
【０００８】
　[0008]従って、ＣＶＤ処理のために十分な流量において液体を気化でき且つ処理チャン
バへの液体の小滴の持ち込みを減少させ又は防止することができるような液体気化方法及
び装置が必要とされている。
【概要】
【０００９】
　[0009]本発明の実施形態は、反応チャンバにおける膜形成処理中にウエハを処理する装
置及び方法に関する。第１の実施形態によれば、化学気相堆積装置は、ガス入口ポートを
有する化学気相堆積チャンバと、液体反応物質気化装置と、を備える。上記液体反応物質
気化装置は、チャンバ入口ポートに接続される出口ポートを有する。上記気化装置は、上
方部分、下方部分、内側部表面及び底部表面を有する容器を備える。上記第１の実施形態
によれば、上記容器は、液体反応物質を含み、上記内側部表面の間の間隔は、内部容器直
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径を定めている。上記装置は、更に、キャリヤガス源に接続される入口ポートと、上記容
器の内部直径と実質的に等しい外部直径を有し且つ液体反応物質のレベルより下方で上記
容器の上記下方部分へ挿入され、上記容器の底部との間にプレナムを画成する多孔性部材
と、上記ガス入口ポート及び上記多孔性部材を通して延びるガス分配導管と、を含む。
【００１０】
　[0010]上記プレナムは、上記多孔性部材と上記容器の底部との間のギャップによって画
成されている。ある特定の実施形態では、上記多孔性部材は、ディスクの形状である。あ
る幾つかの実施形態によれば、上記ディスクは、燒結金属、例えば、ステンレス鋼フリッ
トの如き燒結金属フリットからなる。１つ以上の実施形態では、上記装置は、基板上に膜
を形成するように適応されている。
【００１１】
　[0011]別の実施形態は、化学気相堆積反応チャンバ及び気化装置を備える化学気相堆積
装置に関する。上記気化装置は、上部部分、底部部分、底部表面及び内壁部によって定め
られた内部直径を有する閉じた実質的に円筒形のアンプルと、上記上部部分を通して延び
て上記ガス源と流体連通する入口ポートと、上記上部部分を通して延びて上記反応チャン
バと流体連通する出口ポートと、を含む。上記気化装置は、更に、上記底部表面に隣接し
て上記アンプルの上記内壁部と接触する縁部表面を有し且つ液体反応物質内に沈められ上
記底部表面との間にある間隔を与えるように取り付けられた多孔性プレートと、上記入口
から上記多孔性プレートを通して延びるガス導管と、を含む。ある特定の実施形態では、
上記プレートと上記底部表面との間の上記間隔は、少なくとも約２ｍｍである。
【００１２】
　[0012]本発明の更に別の実施形態は、壁部及び底部表面により画成された容器であって
、上記容器の上記壁部の間に延び、上記容器の底部部分にプレナムを画成し且つ液体反応
物質に沈められた多孔性部材を含むような容器に含まれた上記液体反応物質を通してキャ
リヤガスを流すステップと、上記液体から蒸気が生成されるように上記多孔性部材を通し
て上記キャリヤガス及び上記液体反応物質が流されるようにするステップと、チャンバ内
に含まれた基板上に層を形成するように上記液体反応物質を変換するような条件の下で上
記蒸気を上記チャンバへ輸送するステップと、を含む化学気相堆積方法に関する。１つ以
上の実施形態では、上記多孔性部材は、燒結フリット、例えば、燒結ステンレス鋼フリッ
トの如き燒結金属フリットを含む。
【詳細な説明】
【００１３】
　[0016]本発明の典型的な実施形態について説明する前に、本発明は、以下の記載におい
て説明する構成又は処理ステップの細部に限定されるものではないことを理解されたい。
本発明は、その他の実施形態が可能なものであり、また、種々な仕方において実践され又
は実施されることのできるものである。本発明の態様によれば、例えば、基板上に薄膜を
形成するのに使用できるような化学気相堆積のための方法及び装置が提供される。
【００１４】
　[0017]図２を参照するに、典型的な化学気相堆積装置２１０が示されている。このＣＶ
Ｄ装置２１０は、液体反応物質又は前駆体２１１を含むアンプル又は容器２１２を含む。
このアンプル又は容器２１２は、円筒形であっても、又は、その他の任意の適当な形状で
あってよい。図２に示されるように、容器２１２は、内部壁部２１８及び底部表面２２２
により定められた閉じた容器である。この容器２１２の底部部分内に液体反応物質２１１
が収容されている。液体反応物質の非限定的実施例としては、ＴＥＯＳ、ホウ酸トリメチ
ル、ホウ酸テトラエチル、リン酸テトラエチル、テトラエチルホスファイト、テトラキス
（ジメチルアミノ）チタン　ジエチル類似体、液体バルク分配タンクから分配されるよう
な水等がある。ガス入口導管２１４は、キャリヤガス２３０の源２５０に接続される入口
ポートを与えている。キャリヤガスは、加圧容器に貯蔵しておくことができ、そのガスの
流れは、当業分野において知られているような流量調整器及び／又はマスフローコントロ
ーラによって制御することができる。
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【００１５】
　[0018]プレート又はディスクの形態でよい拡散素子２３２が、容器２１２に挿入され、
内壁部２１８の間に且つ底部表面２２２に隣接して延びている。１つ以上の実施形態によ
る拡散素子２３２と底部表面２２２との間の距離「Ｄ」は、約２ｍｍより小さい。この拡
散素子２３２の外側直径又は他の断面寸法は、容器２１２の内側直径又は他の断面寸法と
実質的に等しい。従って、この拡散素子２３２は、この拡散素子２３２の外側縁部が容器
２１２の内側壁部と接触するようにして、容器内に圧力ばめされ又は溶接され且つその容
器の底部表面２２２から望ましい距離のところに配置される。容器２１２の底部表面２２
２と拡散素子２３２との間のギャップ又は空間は、プレナム２２６を画成している。この
プレナム内へ分配されたガスは、壁部と接触している拡散プレートの縁部によって制限さ
れているので、そのほとんどがその拡散プレートの細孔を通して逃げていくことになる。
【００１６】
　[0019]この拡散素子２３２は、多孔性材料で形成されている。多孔性材料の一実施例は
、燒結フリットである。この拡散素子２３２を形成するのに、燒結金属フリットを使用す
ることができる。適当な燒結金属の一実施例は、ステンレス鋼である。燒結ステンレス鋼
の多孔性フリットは、コネチカット州ファーミントンのモットコーポレーションから入手
することができる。一実施形態では、この拡散素子は、約５．７５インチの直径、約０．
０７８インチの厚さ及び約４０ミクロンの細孔サイズを有するディスクの形状である。し
かしながら、本発明は、特定の寸法又は細孔サイズを有する拡散素子に限定されるもので
はないことを理解されたい。
【００１７】
　[0020]拡散素子２３２は、容器の下方部分に配設され、液体反応物質２１１に沈められ
ている。ガス入口導管２１４は、液体反応物質２１１のレベルより下方に拡散素子２３２
を通して延びている。キャリヤガス２３０を加圧分配することにより、気化液体前駆体と
キャリヤガスとの混合体３２が与えられ、この混合体３２は、ＣＶＤチャンバ２６０に接
続された出口導管又はポート２１６を通して容器２１２から出て行く。容器２１２と従来
の熱又はプラズマ増強型であってよいＣＶＤチャンバ２６０との間に、１つ以上のマスフ
ローコントローラ又は調整器が接続されることは理解されよう。例えば、このようなチャ
ンバ２６０は、次の同一所有者の米国特許、即ち、Adamik氏等に対して１９９１年３月１
９日に発行された米国特許第５，０００，１１３号、Foster氏等に対して１９８７年５月
２６日に発行された米国特許第４，６６８，３６５号、Benzing氏等に対して１９８６年
４月１日に発行された米国特許第４，５７９，０８０号、Benzing氏等に対して１９８５
年１月２９日に発行された米国特許第４，４９６，６０９号及びEast氏等に対して１９８
０年１１月４日に発行された米国特許第４，２３２，０６３号の各明細書に記載されてお
り、これら明細書の記載は、ここに援用される。
【００１８】
　[0021]使用において、前述したＣＶＤ装置は、半導体基板の如き基板上に膜又は層を製
造するのに使用することができる。かくして、化学気相堆積方法は、ガス供給源からキャ
リヤガスを、入口導管又はチューブ２１４を経て液体反応物質２１１を通して流すことを
含む。液体反応物質を通してキャリヤガスを流すことにより、そのキャリヤガス及び液体
反応物質がその多孔性部材を通して流され、その液体から蒸気が生成され、チャンバ２６
０内に含まれた基板上に層を形成するようにその液体反応物質を変換するような条件の下
でその蒸気が上記チャンバへ輸送される。
【００１９】
　[0022]本発明の種々な実施形態によれば、容器２１２の断面に亘って延びる多孔性部材
を使用することにより、キャリヤ及び液体前駆体蒸気の混合ガスストリームにおける微小
液滴の形成及び混入は無視できる程度のものとなる。また、こうすると、フリットディス
クによる液体の変位のため、液体前駆体を残すことなく使用することができるようになり
、それにより、液体反応物質をより効果的に消費することができるようになる。液体は、
多孔性部材の細孔及びマイクロチャネル内へ吸収される。この多孔性部材は、この多孔性
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部材の底部と容器又はアンプル底部表面との間の一定の２ｍｍギャップ又はプレナム内へ
と液体を変位させる。
【００２０】
　[0023]本発明を特定の実施形態に関して説明してきたのであるが、これらの実施形態は
、本発明の原理及び適用例の単なる例示に過ぎないものであることは理解されよう。本発
明の精神及び範囲から逸脱することなく、本発明の方法について種々な変更及び変形をな
すことができることは、当業者には明らかであろう。従って、本発明は、特許請求の範囲
内に入る種々な変更及び変形例、及びそれらの均等物を含むものとしている。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】従来技術による気化装置を示している。
【図１Ｂ】従来技術による気化装置を示している。
【図２】本発明による気化装置の一実施形態を示している。
【符号の説明】
【００２２】
１０…気化装置、１１…液体前駆体物質、１２…アンプル又は容器、１４…ガス入口チュ
ーブ、１６…出口導管、２０…拡散材、３０…キャリヤガス源、３２…混合体、２１０…
化学気相堆積装置（ＣＶＤ装置）、２１１…液体反応物質又は前駆体、２１２…アンプル
又は容器、２１４…ガス入口導管、２１６…出口導管又はポート、２１８…内壁部、２２
２…底部表面、２２６…プレナム、２３０…キャリヤガス、２３２…拡散素子、２５０…
キャリヤガス源、２６０…ＣＶＤチャンバ、Ｄ…拡散素子と底部表面との間の距離

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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